
道路運送車両の保安基準【2022.12.23】 

第66条の3（頭部後傾抑止装置等） 

－1－ 

 （頭部後傾抑止装置等） 

第66条の3 一般原動機付自転車（二輪のもの及び付随車を除く。）の座席（またがり式の

座席を除く。）には、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、運転者の

頭部の過度の後傾を有効に抑止し、かつ、運転者の頭部等に傷害を与えるおそれの少な

いものとして、構造等に関し告示で定める基準に適合する頭部後傾抑止装置を備えなけ

ればならない。ただし、当該座席自体が当該装置と同等の性能を有するものであるとき

は、この限りでない。 

 

 


